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【広告】 ＊広告内容の問い合わせは各事業所へ

日時 渇月曜日…午前９時～正午
渇火・木・金曜日…午前９時～午後４時
渇水・土曜日…午前９時～午後２時（午後
２時～４時は障がい児専用時間です）
＊いずれも祝日等を除く
費用 無料
◎壊れたおもちゃを修理します
日時 毎週水曜日、午前１０時３０分～午
後２時３０分（祝日等を除く）

費用（一件）２００円
＊特別な部品交換の費用は自己負担
◎乳・幼児の一時預かり（要予約）
日時 毎週月曜日、午後１時３０分～３
時３０分（祝日等を除く）

対象 ０～３歳の誕生日まで
費用 ５００円
＊２歳の誕生日までに、来館の上、事前
登録が必要です。月曜日の午後は受
け付けていません

◇ ◇
会場・予約・問合せ 荒川おもちゃ図
書館子育て交流サロン（荒川区社会
福祉協議会内） 緯（３８０２）３３３８

胃（３８０２）３８３１
＊この他にも会場があります

要
介
護
認
定
で
「
要
支
援
」・「
要
介

護
」
認
定
を
受
け
た
方
が
、
認
定
の
有

効
期
間
終
了
後
も
引
き
続
き
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
は
、
更

新
申
請
が
必
要
で
す
。

介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
認
定
の
有

効
期
間
が
４
月
３０
日
で
、
サ
ー
ビ
ス
の

●

介
護
保
険
の
更
新
申
請
を

継
続
を
希
望
す
る
方
は
２
月
末
に
郵
送

し
た
申
請
書
を
持
っ
て
、
出
来
る
だ
け

３
月
中
に
申
請
し
て
下
さ
い
。

申
請
場
所

区
役
所
２
階
介
護
保
険
課
、

区
内
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

＊
本
人
の
他
、
家
族
や
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
が
代
行
し
て
申
請
出
来
ま
す

問
合
せ

介
護
保
険
課緯

内
線
２
４
３
３

対
象
区
域
内
で
、
４
月
１
日
以
降
に

工
事
に
着
手
す
る
場
合
は
、
着
手
の
前

●

４
月
１
日
に
「
尾
久
中
央

地
区
地
区
計
画
」
を
都
市

計
画
決
定
（
予
定
）

ま
で
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

対
象
区
域

東
尾
久
５
丁
目
全
域
、
西

尾
久
１
丁
目
３
～
１０
・
１０

１３
～

１０

１３

１８
番
、

西
尾
久
２
丁
目
１
～
２９
・
２９

３５
～

２９

３５

３７
番

届
け
出
・
問
合
せ

都
市
計
画
課（
区
役

所
北
庁
舎
３
階
）
緯
内
線
２
８
１
２

東
尾
久
ひ
ろ
ば
館
（
東
尾
久
３
―
５

●

東
尾
久
ひ
ろ
ば
館
の
証
明

書
自
動
交
付
機
が
終
了

―
３
）
の
証
明
書
自
動
交
付
機
が
、
３

月
３１
日（
月
）を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

問
合
せ

戸
籍
住
民
課緯

内
線
２
３
５
５

前
日
ま
で
に
予
約
し
て
下
さ
い
。

日
時

４
月
２
日
（
水
）
午
後
１
時
３０

●

成
年
後
見
制
度
説
明
会
～

基
礎
編
（
無
料
）

分
～
３
時

会
場
・
予
約
・
問
合
せ

あ
ん
し
ん
サ
ポ

ー
ト
あ
ら
か
わ
（
荒
川
区
社
会
福
祉

協
議
会
）
緯（
３
８
０
２
）３
３
９
６

胃（
３
８
９
１
）５
２
９
０

１９
年
４
月
２
日
～

１９

２０
年
４
月
１
日
生

ま
れ（
小
学
校
入
学
予
定
）の
お
子
さ
ん

の
乳
幼
児
医
療
証（
○乳
医
療
証
）は
、
３

月
３１
日
で
使
用
出
来
な
く
な
り
ま
す
。

４
月
１
日
か
ら
使
用
出
来
る
子
ど
も
医

療
証（
○子
医
療
証
）を
３
月
末
ま
で
に
郵

送
し
ま
す
の
で
、
４
月
に
な
っ
て
も
届

か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
下
さ
い
。ま
た
、

●

○乳
・
○子
医
療
証
を
お
持
ち

の
方
へ

１０
年
４
月
２
日
～

１０

１１
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
お
子
さ
ん
の
○子
医
療
証
は
３
月
３１

日
で
使
用
出
来
な
く
な
り
ま
す
。

使
用
出
来
な
く
な
っ
た
○乳
・
○子
医
療

証
は
、
区
役
所
２
階
子
育
て
支
援
課
ま

た
は
各
区
民
事
務
所
へ
ご
返
却
下
さ

い
。
○乳
・
○子
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い

保
護
者
は
、
お
子
さ
ん
の
健
康
保
険
証

を
お
持
ち
の
上
、
申
請
し
て
下
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ

子
育
て
支
援
課
（
区

役
所
２
階
）

緯
内
線
３
８
１
７

２５
年
度
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
券
が
支
給

さ
れ
て
い
る
方
に
、
２６
年
度
（
有
効
期

限
は
２７
年
３
月

２７

３１
日
ま
で
）
の
理
美
容

サ
ー
ビ
ス
券
を
郵
送
し
ま
す
。

●

理
美
容
サ
ー
ビ
ス
券
を
郵
送

新
た
に
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
券
の
支
給

を
希
望
す
る
方
は
、申
請
し
て
下
さ
い
。

対
象

６５
歳
以
上
で
、
要
介
護
度
が
４

ま
た
は
５
の
在
宅
の
高
齢
者

申
請
・
問
合
せ

高
齢
者
福
祉
課
（
区

役
所
２
階
）

緯
内
線
２
６
７
８

勤
務
内
容

児
童
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
担

当
業
務

勤
務
日
数
（
一
カ
月
）
１３
日
勤
務

●

ハ
イ
ツ
尾
竹
（
母
子
生
活
支
援

施
設
）
非
常
勤
職
員
を
募
集

勤
務
時
間

交
代
制
勤
務（
宿
直
あ
り
）

報
酬
（
一
時
間
）
千
円

＊
各
種
手
当
・
福
利
厚
生
あ
り

勤
務
場
所
・
応
募
・
問
合
せ

ハ
イ
ツ

尾
竹

緯
（
３
８
９
２
）
５
６
４
４

胃
（
３
８
０
９
）
６
８
７
６

任
期

４
月
下
旬
～
２７
年
３
月

２７

３１
日

対
象

区
内
在
住
の
４
月
１
日
現
在
２０

歳
以
上
で
、
パ
ソ
コ
ン
で
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
出
来
る
方
、
１
０
０

人
（
選
考
）

応
募
方
法

▽
荒
川
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ア
ド
レ
ス
は
１
面
下
欄
参
照
）の
電

子
申
請
「
あ
ら
か
わ
・
Ｅ
モ
ニ
タ
ー

●

あ
ら
か
わ
・
Ｅ
モ
ニ
タ
ー

を
募
集

申
込
」
か
ら

▽
区
役
所
１
階
総
合
案
内
、
各
区
民

事
務
所
・
図
書
館
・
ふ
れ
あ
い
館
で

配
布
す
る
申
込
書
を
持
参
、
郵
送
ま

た
は
フ
ァ
ク
ス
で

締
切
り

３
月
３１
日
（
月
）
必
着

応
募
・
問
合
せ

〒
１
１
６
―
８
５
０

１
荒
川
区
荒
川
２
―
２
―
３
荒
川
区

役
所
１
階
秘
書
課
総
合
相
談
係

緯
内
線
２
１
６
２

胃
（
３
８
０
２
）
６
２
６
２

陰

右

韻

宇

隠隠隠隠隠

隠隠隠隠隠

吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋

吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋

あ
ら
か
わ
区
報
３
月
１１
日
号
１
面
「
平
成

１１

２６
年
区
議
会
第

１
回
定
例
会
で
区
長
が
所
信
を
表
明
」
の
記
事
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

訂
正
箇
所
「
４
子
育
て
教
育
都
市
」
下
段

誤

ま
た
、
区
立
町
屋
保
育
園
を
移
転
し
、
公
設
民
営
化
す
る
と
共
に

正

ま
た
、
区
立
町
屋
保
育
園
を
移
転
し
、
民
設
民
営
化
す
る
と
共
に

問
合
せ

総
務
企
画
課

緯
内
線
２
１
１
１

◎高齢受給者証の窓口負担割合の軽
減特例措置を見直し
７０～７４歳の方の医療機関窓口での
一部負担金の軽減措置が、法令改正
により４月から見直されることにな
りました。
一部負担金の割合
渇現在、高齢受給者証を交付されて
いる方…７５歳になるまで１割（国
の軽減特例措置が延長）

渇４月２日以降に７０歳になる方…２
割

◎更新分の高齢受給者証を送付
医療機関で支払う一部負担金の割
合が１割の方の新しい高齢受給者証
は、世帯主宛てに３月中旬に送付し
ました。有効期限は７月３１日までで
すが、８月１日以降分は、２６年度の
住民税課税状況に基づき負担割合を
決定し、７月下旬に送付します。

◇ ◇
問合せ 国保年金課 緯内線２３７４
◎医療費通知を送付
健康管理と医療機関への適切な受
診の理解を一層深めて頂くため、医
療費通知を３月末ごろに対象者の世
帯主へ郵送します。一件の医療費の
総額が１万円以上で、受診した医療
機関名や医科（薬剤を含む）、歯科、
柔道整復施術ごとの医療費等が記載
されています。
対象 ２５年７～１２月中に国民健康保
険で医療機関にかかった方
＊この通知により手続きを行う必要
はありません

問合せ 国保年金課 緯内線２３８２
◎引っ越し・就職・退職のときは１４
日以内に届け出を
国民健康保険の加入者が引っ越し
や就職をした時や、社会保険の加入
者が退職をした時など、健康保険の
種類が変わる場合には、次の点に注
意し、世帯主または本人が１４日以内
に届け出をして下さい（右表参照）。
渇国民健康保険被保険者証の交付は
原則郵送となります。本人を確認

出来るもの（運転免許証、パスポ
ート、あらかわＭｙ

マ イ
カード等）を

持参すれば、窓口で受け取ること
が出来ます

渇本人、世帯主または同一世帯の家
族以外の方が代理人として届け出
をするときは、委任状と代理人本
人を確認出来るものが必要です

渇届け出が遅れると、保険料をさか
のぼって納めたり、医療費の全額
が自己負担になったりする場合が
あります

届け出・問合せ 国保年金課（区役
所１階） 緯内線２３７５

国民健康保険の届け出

場所届け出に必要なもの国保の資格に異動が
あったとき

区
民
事
務
所
、
国
保
年
金
課

―転入したとき

国
保
に
入
る

職場の保険や国保組
合をやめた証明書

職場の社会保険
や国保組合を脱
退したとき

生活保護廃止決定通
知書

生活保護を受け
なくなったとき

保険証、母子健康手
帳、印鑑

子どもが生まれ
たとき

保険証転出するとき
国
保
を
や
め
る

国民健康保険証及び、
職場の社会保険や国
保組合の保険証

他の健康保険に
加入したとき

保険証、生活保護開
始決定通知書

生活保護を受け
たとき

保険証死亡したとき

保険証（加入者全員
のもの）

住所が変わった
とき

そ
の
他

世帯主が変わっ
たとき
世帯が合併、分離
したとき

保険証氏名が変わった
とき

国
保
年
金
課

本人を確認出来るも
の（運転免許証、パ
スポート、あらかわ
Ｍｙカード等）

保険証を紛失し
たとき

保険証、在学証明書、
転入先の住民票

修学のため、子ど
もが区外に住む
とき

保険証、年金証書退職者医療制度
に該当したとき

＊外国籍の方は、国保年金課へお問い合わせ下さい

国民健康保険のお知ら国民健康保険のお知らせせ国国民健康保険のお知ら国民健康保険のお知らせせ


